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○
農
林
水
産
省
告
示
第 

 
 

号 
植
物
防
疫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
輸
入
植
物
検
疫
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
七
月
八
日
農
林
水

産
省
告
示
第
二
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 

農
林
水
産
大
臣 

野
村 

哲
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。 
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改

正

後 

改

正

前 

 
 

（
検
査
す
る
数
量
及
び
方
法
） 

第
一
条 
植
物
防
疫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
検
査
は
、
法
第
六

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
検
査
証
明
書
又
は
そ
の
写
し
の
添
付
が
必
要
な

場
合
は
そ
の
添
付
の
有
無
及
び
内
容
の
確
認
を
行
つ
た
上
で
、
植
物
若
し
く
は

検
疫
指
定
物
品
（
以
下
「
植
物
等
」
と
い
う
。
）
又
は
輸
入
禁
止
品
の
種
類
別

に
別
表
第
一
に
掲
げ
る
数
量
に
つ
い
て
行
う
。 

（
検
査
す
る
数
量
及
び
方
法
） 

第
一
条 

植
物
防
疫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
検
査
は
、
植
物
又

は
輸
入
禁
止
品
の
種
類
別
に
別
表
第
一
に
掲
げ
る
数
量
に
つ
い
て
行
う
。 

２ 

法
第
八
条
の
検
査
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
数
量
未
満
に
つ
い
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 

輸
入
し
よ
う
と
す
る
植
物
等
に
添
付
さ
れ
た
法
第
六
条
第
一
項
の
検
査
証

明
書
又
は
そ
の
写
し
に
輸
出
国
政
府
機
関
に
よ
る
検
査
の
実
施
を
確
認
し
た

旨
の
植
物
防
疫
官
の
付
記
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合 

二 

輸
入
し
よ
う
と
す
る
植
物
等
に
特
別
な
検
疫
上
の
措
置
が
な
さ
れ
て
い
る

と
き
そ
の
他
取
締
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

２ 

法
第
八
条
の
検
査
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
数
量
未
満
に
つ
い
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 

輸
入
し
よ
う
と
す
る
植
物
に
添
附
さ
れ
た
法
第
六
条
第
一
項
の
検
査
証
明

書
又
は
そ
の
写
し
に
輸
出
国
政
府
機
関
に
よ
る
検
査
の
実
施
を
確
認
し
た
旨

の
植
物
防
疫
官
の
付
記
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合 

二 

輸
入
し
よ
う
と
す
る
植
物
に
特
別
な
検
疫
上
の
措
置
が
な
さ
れ
て
い
る
と

き
そ
の
他
取
締
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

３ 

さ
つ
ま
い
も
、
ば
れ
い
し
よ
、
果
樹
、
さ
と
う
き
び
及
び
球
根
に
つ
い
て
行

う
法
第
八
条
の
検
査
は
次
の
方
法
に
よ
る
。 

  

一 

果
樹
に
つ
い
て
は
検
疫
有
害
動
植
物
の
付
着
す
る
も
の
を
廃
棄
し
、
又
は

消
毒
し
た
後
隔
離
栽
培
を
行
つ
て
検
査
す
る
。 

二 

さ
つ
ま
い
も
、
ば
れ
い
し
よ
及
び
さ
と
う
き
び
に
つ
い
て
は
、
検
疫
有
害

動
植
物
の
付
着
す
る
も
の
を
廃
棄
し
、
又
は
消
毒
し
た
後
、
栽
培
の
用
に
供

し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
き
、
隔
離
栽
培
を
行
つ
て
検

査
す
る
。 

（
削
る
。
） 

   

三 

球
根
に
つ
い
て
は
、
検
査
し
た
後
、
ウ
イ
ル
ス
病
に
り
病
し
て
い
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
き
、
更
に
隔
離
栽
培
を
行
つ
て
検
査
す

３ 

さ
つ
ま
い
も
、
ば
れ
い
し
よ
、
果
樹
、
さ
と
う
き
び
及
び
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
、

す
い
せ
ん
、
ゆ
り
、
チ
ユ
ー
リ
ツ
プ
そ
の
他
の
球
根
類
並
び
に
げ
ん
げ
、
米
、

麦
、
雑
穀
、
穀
粉
、
ぬ
か
、
ふ
す
ま
、
搾
油
か
す
、
コ
プ
ラ
に
つ
い
て
行
う
法

第
八
条
の
検
査
は
次
の
方
法
に
よ
る
。 

一 

さ
つ
ま
い
も
及
び
果
樹
に
つ
い
て
は
検
疫
有
害
動
植
物
を
付
着
す
る
も
の

を
廃
棄
し
、
又
は
消
毒
し
た
後
隔
離
栽
培
を
行
つ
て
検
査
す
る
。 

二 

ば
れ
い
し
よ
及
び
さ
と
う
き
び
に
つ
い
て
は
、
検
疫
有
害
動
植
物
の
付
着

す
る
も
の
を
廃
棄
し
、
又
は
消
毒
し
た
後
、
栽
培
の
用
に
供
し
な
い
と
認
め

ら
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
き
、
隔
離
栽
培
を
行
つ
て
検
査
す
る
。 

 
三 
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
の
球
根
に
つ
い
て
は
外
皮
を
除
い
た
後
、
す
い
せ
ん
の
球

根
に
つ
い
て
は
温
湯
浸
せ
き
を
行
つ
た
後
検
査
す
る
。
な
お
、
ウ
イ
ル
ス
病

に
り
病
し
て
い
る
球
根
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
更
に
隔

離
栽
培
を
行
つ
て
検
査
す
る
。 

四 

ゆ
り
、
チ
ユ
ー
リ
ツ
プ
及
び
そ
の
他
の
球
根
類
に
つ
い
て
は
、
検
査
し
た

後
、
ウ
イ
ル
ス
病
に
り
病
し
て
い
る
球
根
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
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る
。 

（
削
る
。
） 

（
削
る
。
） 

き
、
更
に
隔
離
栽
培
を
行
つ
て
検
査
す
る
。 

五 

げ
ん
げ
の
種
子
は
、
比
重
一
・
一
〇
の
塩
水
選
を
行
つ
て
検
査
す
る
。 

六 

米
、
麦
、
雑
穀
、
穀
粉
、
ぬ
か
、
ふ
す
ま
、
搾
油
か
す
及
び
コ
プ
ラ
は
、

陸
揚
前
に
綿
密
に
予
備
検
査
を
行
つ
た
後
検
査
す
る
。 

 

 

（
検
査
場
所
の
基
準
）  

第
一
条
の
二 

法
第
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
は

、
検
疫
有
害
動
植
物
の
分
散
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
管
理
方
法
等
に
つ
い
て

、
植
物
防
疫
官
の
指
示
に
従
い
、
当
該
指
示
に
係
る
措
置
を
支
障
な
く
実
施
で

き
る
こ
と
と
す
る
。 

 

 

（
新
設
） 

（
検
査
合
格
の
基
準
） 

第
二
条 

法
第
八
条
の
検
査
は
、
次
の
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
各
号
の
全
て

、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
各
号
の
全
て
又
は
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
及

び
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合
を
合
格
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
場
合 

四 

（
略
） 

五 

法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
を
実
施
し
て
検
疫
指
定
物
品
及
び

そ
の
容
器
包
装
が
法
第
六
条
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
確
認
さ

れ
る
場
合 

（
検
査
合
格
の
基
準
） 

第
二
条 

法
第
八
条
の
検
査
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
合
格
と
す
る
。 

  

一
・
二 

（
略
） 

（
新
設
） 

三 

（
略
） 

（
新
設
） 

２ 

植
物
防
疫
官
は
、
輸
入
さ
れ
た
植
物
等
（
輸
入
禁
止
品
を
除
く
。
）
に
法
第

七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
輸
入
禁
止
品
が
混
入
し
て
い
た
場

合
で
あ
つ
て
、
取
締
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
輸
入
禁
止
品
を

除
去
し
た
上
で
、
前
項
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
合
格
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
新
設
） 

（
廃
棄
消
毒
等
処
分
の
基
準
） 

第
三
条 

法
第
四
条
第
二
項
又
は
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
行
う
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
削
る
。
） 

（
廃
棄
消
毒
等
処
分
の
基
準
） 

第
三
条 
法
第
四
条
第
二
項
又
は
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
行
う
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

土
が
付
着
し
、
又
は
混
入
し
て
い
る
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
荷
口
の
全
部
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三 

第
一
号
の
検
疫
有
害
動
植
物
以
外
の
検
疫
有
害
動
植
物
を
発
見
し
た
と
き

に
あ
つ
て
は
そ
の
種
類
及
び
植
物
等
別
に
別
表
第
二
に
掲
げ
る
措
置 

四 
（
略
） 

又
は
一
部
の
焼
却 

四 

第
一
号
の
検
疫
有
害
動
植
物
以
外
の
検
疫
有
害
動
植
物
を
発
見
し
た
と
き

に
あ
つ
て
は
そ
の
種
類
及
び
植
物
別
に
別
表
第
二
に
掲
げ
る
措
置 

五 

（
略
） 

２ 

植
物
防
疫
官
は
、
食
糧
用
に
供
す
る
か
穀
類
又
は
製
油
原
料
に
、
検
疫
有
害

動
植
物
を
発
見
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
植
物
が
直
ち
に
、
製
粉
さ
れ
、
製

麦
さ
れ
、
又
は
搾
油
さ
れ
、
か
つ
、
き
よ
う
雑
物
及
び
精
選
か
す
の
焼
却
並
び

に
麻
袋
そ
の
他
の
包
装
物
の
消
毒
措
置
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
合
格
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

植
物
防
疫
官
は
、
食
糧
用
に
供
す
る
か
穀
類
又
は
製
油
原
料
に
、
検
疫
有
害

動
植
物
を
発
見
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
植
物
が
直
ち
に
、
製
粉
さ
れ
、
製

麦
さ
れ
、
又
は
搾
油
さ
れ
、
か
つ
、
き
よ
う
雑
物
及
び
精
選
か
す
の
焼
却
並
び

に
麻
袋
そ
の
他
の
包
装
物
の
消
毒
措
置
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
合
格
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

３ 

法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ

り
行
う
。 

一 

法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
輸
入
さ
れ
た
検
疫
指
定
物
品
（
法

六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
検
査
証
明
書
又
は
そ
の
写
し
に
必
要
な
事
項
が

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
同
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
荷
口
の
全
部
又
は
一
部
の

消
毒
又
は
焼
却 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
当
該
荷
口
の
全
部
の
焼
却 

（
新
設
） 

４ 

法
第
九
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
処
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準

に
よ
り
行
う
。 

 

一 

法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
輸
入
禁
止
品
が
付
着
し

、
又
は
混
入
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
前
条
第
二
項
に
該
当
し
な
い
と
き

は
、
当
該
荷
口
の
全
部
の
焼
却 

 

二 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
輸
入
禁
止
品
が
除
去
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
輸
入
禁
止
品
の
焼

却 

 

三 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
当
該
荷
口
の
全
部
の
焼
却 

（
新
設
） 

５ 

植
物
防
疫
官
は
、
当
該
植
物
等
又
は
容
器
包
装
を
所
有
し
、
若
し
く
は
管
理

す
る
者
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
監
督
及
び
取
締
上
適
当
で
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
積
戻

し
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 
植
物
防
疫
官
は
、
当
該
植
物
又
は
容
器
包
装
を
所
有
し
、
若
し
く
は
管
理
す

る
者
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
監
督
及
び
取
締
上
適
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
積
戻
を
許
可
し
、
又
は
か

ん
詰
若
し
く
は
び
ん
詰
等
の
材
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

６ 

植
物
防
疫
官
は
、
当
該
植
物
又
は
容
器
包
装
を
所
有
し
、
若
し
く
は
管
理
す

（
新
設
） 
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る
者
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
監
督
及
び
取
締
上
適
当
で
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
缶
詰
又
は
瓶
詰
等
の
材
料
と
し

て
使
用
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
消
毒
方
法
の
基
準
） 

第
四
条 

法
第
四
条
第
二
項
又
は
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
は
、
別

表
第
三
に
掲
げ
る
方
法
を
基
準
と
す
る
。
た
だ
し
、
植
物
防
疫
官
は
、
消
毒
施

設
の
周
囲
の
状
況
、
構
造
及
び
組
材
、
消
毒
す
べ
き
物
件
の
数
量
又
は
処
理
温

度
を
勘
案
し
て
当
該
基
準
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

（
消
毒
方
法
の
基
準
） 

第
四
条 

法
第
四
条
第
二
項
又
は
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
は
、
別

表
第
三
に
掲
げ
る
方
法
を
基
準
と
す
る
。
但
し
、
植
物
防
疫
官
は
、
消
毒
施
設

の
周
囲
の
状
況
、
構
造
及
び
組
材
、
消
毒
す
べ
き
物
件
の
数
量
又
は
処
理
温
度

を
勘
案
し
て
当
該
基
準
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

２ 

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
く
ん
蒸
は
、
植
物
防
疫
所
（
那

覇
植
物
防
疫
事
務
所
を
含
む
。
）
の
施
設
又
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
基
準
に
該

当
す
る
構
造
を
具
備
す
る
倉
庫
若
し
く
は
別
表
第
五
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す

る
構
造
を
具
備
す
る
サ
イ
ロ
で
あ
つ
て
植
物
防
疫
官
が
指
定
す
る
も
の
に
お
い

て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
な
う
く
ん
蒸
は
、
植
物
防
疫
所
（

那
覇
植
物
防
疫
事
務
所
を
含
む
。
）
の
施
設
又
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
基
準
に

該
当
す
る
構
造
を
具
備
す
る
倉
庫
若
し
く
は
別
表
第
五
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当

す
る
構
造
を
具
備
す
る
サ
イ
ロ
で
あ
つ
て
植
物
防
疫
官
が
指
定
す
る
も
の
に
お

い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
は
、
検
疫
指
定
物
品
及
び
そ
の
容
器

包
装
か
ら
土
又
は
植
物
残
さ
を
確
実
に
除
去
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

 

（
新
設
） 

 

（
検
疫
の
対
象
と
な
ら
な
い
植
物
） 

第
六
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
は
、
法
第
二
条
第
一
項
の
植
物
に
該
当
し
な
い

。 

一
～
七 

（
略
） 

八 

あ
ん
ず
、
い
ち
じ
く
、
か
き
、
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
、
す
も
も
、
な
し
、
な

つ
め
、
な
つ
め
や
し
、
パ
イ
ン
ア
ツ
プ
ル
、
バ
ナ
ナ
、
パ
パ
イ
ヤ
、
ぶ
ど
う

、
マ
ン
ゴ
ウ
、
も
も
及
び
り
ゆ
う
が
ん
の
乾
果 

九
・
十 

（
略
） 

 
（
検
疫
の
対
象
と
な
ら
な
い
植
物
） 

第
六
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
は
、
法
第
二
条
第
一
項
の
植
物
に
該
当
し
な
い

。 

一
～
七 

（
略
） 

八 

あ
ん
ず
、
い
ち
じ
く
、
か
き
、
し
な
さ
る
な
し
、
す
も
も
、
な
し
、
な
つ

め
、
な
つ
め
や
し
、
パ
イ
ン
ア
ツ
プ
ル
、
バ
ナ
ナ
、
パ
パ
イ
ヤ
、
ぶ
ど
う
、

マ
ン
ゴ
ウ
、
も
も
及
び
り
ゆ
う
が
ん
の
乾
果 

九
・
十 

（
略
） 

 

（
有
害
植
物
の
範
囲
） 

第
七
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
は
、
法
第
二
条
第
二
項
の
有
害
植
物
に
該
当
し

な
い
。 

一
～
四 

（
略
） 

 

（
有
害
植
物
の
範
囲
） 

第
七
条 
左
の
各
号
に
掲
げ
る
物
は
、
法
第
二
条
第
二
項
の
有
害
植
物
に
該
当
し

な
い
。 

一
～
四 

（
略
） 
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（
有
害
動
物
の
範
囲
） 

第
八
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
は
、
法
第
二
条
第
三
項
の
有
害
動
物
に
該
当
し

な
い
。 

一
～
三 
（
略
） 

 

（
有
害
動
物
の
範
囲
） 

第
八
条 

左
の
各
号
に
掲
げ
る
物
は
、
法
第
二
条
第
三
項
の
有
害
動
物
に
該
当
し

な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

 

（
輸
入
禁
止
品
の
範
囲
） 

第
九
条 

法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
土
に
は
、
次
に
掲
げ
る
物
を
含
ま
な
い
。 

陶
土
、
り
ん
鉱
、
け
い
そ
う
土
、
ボ
ー
キ
サ
イ
ト
、
有
機
質
を
混
入
し
な
い
砂

れ
き 

 

（
輸
入
禁
止
品
の
範
囲
） 

第
九
条 

法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
土
に
は
、
次
に
掲
げ
る
物
を
含
ま
な
い
。 

陶
土
、
り
ん
鉱
、
け
い
そ
う
土
、
ポ
ー
キ
サ
イ
ド
、
有
機
質
を
混
入
し
な
い
砂

れ
き 

 

別
表
第
一 

検
査
す
べ
き
数
量
〔
第
一
条
〕 

植
物
等
の
種
類 

検
査
荷
口
の
大
き

さ 

検
査
す
る
数

量 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

二
十 

検
疫

指
定
物
品 

中
古
農
業
機
械 

－ 

全
量 

二
十
一 

（

略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二
十
二 

（

略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

 

別
表
第
一 

検
査
す
べ
き
数
量
〔
第
一
条
〕 

植
物
の
種
類 

検
査
荷
口
の
大
き

さ 

検
査
す
る
数

量 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

二
十 

（
略

） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二
十
一 

（

略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

別
表
第
二 

第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
措
置
の
基
準 

植
物
等
の
種
類 

検
疫
有
害
動
植

物 

措
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二
十 

検
疫
指

定
物
品 

中
古
農
業
機
械 

－ 

検
査
荷
口
の
全

部
又
は
検
疫
有

害
動
植
物
の
付

着
し
て
い
る
も

の
の
焼
却 

二
十
一 

（
略

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
第
二 

第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
措
置
の
基
準 

植
物
の
種
類 

検
疫
有
害
動
植

物 

措
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

    
（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

二
十 

（
略

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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） 
 

備
考 

（
略
） 

） 

備
考 

（
略
） 

 

別
表
第
三 
消
毒
方
法
の
基
準
〔
第
四
条
〕 

方
法 
検
疫
有
害
動

植
物
の
種
類 

実
施
方
針
の
基
準 

摘
要 

薬
量
又
は

濃
度 

処
理
時

間 

温
度 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
〇
度
以
上

二
〇
度
未
満 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
〇
度
以
上

二
〇
度
未
満 

（
削
る

。
） 

               

（
削
る
。
） 

（
削
る
。

） 

（
削
る

。
） 

（
削
る
。
） 

（
削
る

。
） 

 

別
表
第
三 

消
毒
方
法
の
基
準
〔
第
四
条
〕 

方
法 

検
疫
有
害
動

植
物
の
種
類 

実
施
方
針
の
基
準 

摘
要 

薬
量
又
は

濃
度 

処
理
時

間 

温
度 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六 

（
略
） 

（
略
） 

   

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
〇
度
－
二

〇
度 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
〇
度
－
二

〇
度 

七 

青
酸
ガ

ス
天

幕
く

ん
蒸 

か
ん
き
つ
樹

そ
の
他
果
樹

類
に
付
着
す

る
カ
イ
ガ
ラ

ム
シ
類 

一
立
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
液
体

青
酸 

 

一
・
八

グ
ラ
ム 

 

四
・
五

グ
ラ
ム 

一
立
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
青
化

ソ
ー
ダ 

 

五
・
四

グ
ラ
ム 

一
〇
・

八
グ
ラ

ム 

    

一
五
分 

 

二
〇
分

－
三
〇

分 

    

一
五
分 

 

二
〇
分

－
三
〇

    

二
〇
度
以
上 

 

一
〇
度
以
下 

      

二
〇
度
以
上 

 

一
〇
度
以
下 

く
ん
蒸

時
の
温

度
に
よ

り
く
ん

蒸
時
間

を
注
意

す
る
こ

と
。 
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七 

臭
化
メ

チ
ル

倉
庫

く
ん

蒸 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

  

（
略
） 

  

（
略
） 

  
（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

五
度
以
上
一

〇
度
未
満 

一
〇
度
以
上

一
五
度
未
満 

一
五
度
以
上

二
〇
度
未
満 

二
〇
度
以
上

二
五
度
未
満 

二
五
度
以
上 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

 

（
略
） 

 
（
略
） 

 

一
五
度
以
上

二
〇
度
未
満 

二
〇
度
以
上 

袋
詰
め
さ
れ

た
米
、
麦
、

え
ん
ど
う
、

カ
カ
オ
豆
、

コ
プ
ラ
、
コ

ー
ヒ
ー
豆
、

こ
し
ょ
う
等

（
粉
状
及
び

か
す
状
の
も

の
を
除
く
。

）
に
付
着
す

る
検
疫
有
害

動
物
（
コ
ク

ジ
ツ
セ
ン
チ

ュ
ウ
を
除
く

。
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

一
〇
度
未
満 

一
〇
度
以
上

二
〇
度
未
満 

（
略
） 

(

削
る

。) 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

分 

八 

臭
化
メ

チ
ル

倉
庫

く
ん

蒸 

（
略
） 

         

（
略
） 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

  

（
略
） 

  

（
略
） 

  

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

五
度
以
上 

 

一
〇
〃 

 

一
五
〃 

 

二
〇
〃 

 

二
五
〃 

（
略
） 

（
略
） 

   

（
略
） 

（
略
） 

 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
五
度 

 

二
〇
〃 

袋
詰
め
さ
れ

た
米
、
麦
、

え
ん
ど
う
、

コ
プ
ラ
、
コ

コ
ア
豆
、
コ

ー
ヒ
ー
豆
、

こ
し
ょ
う
等

（
粉
状
及
び

か
す
状
の
も

の
を
除
く
。

）
に
付
着
す

る
検
疫
有
害

動
物
（
コ
ク

ジ
ツ
セ
ン
チ

ュ
ウ
を
除
く

。
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

一
〇
度
以
下 

一
〇
度
－
二

〇
度 

（
略
） 

ガ
ス
を

倉
庫
の

上
部
か

ら
噴
出

さ
せ
る

こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 
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（
略
） 

 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

一
〇
度
未
満 

一
〇
度
以
上

二
〇
度
未
満 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
〇
度
未
満 

一
〇
度
以
上

二
〇
度
未
満 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

 
（
略
） 

 
（
略
） 

  

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
〇
度
未
満 

一
〇
度
以
上

二
〇
度
未
満 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 
（
略
） 

（
略
） 

 

一
五
度
未
満 

一
五
度
以
上 

八 

臭
化
メ

チ
ル

サ
イ

ロ
く

ん
蒸 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 
一
〇
度
未
満 

一
〇
度
以
上

二
〇
度
未
満 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
〇
度
未
満 

一
〇
度
以
上

二
〇
度
未
満 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
〇
度
未
満 

一
〇
度
以
上

二
〇
度
未
満 

（
略
） 

    

（
略
） 

 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

一
〇
度
以
下 

一
〇
度
－
二

〇
度 

（
略
） 

（
略
） 

    

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
〇
度
以
下 

一
〇
度
－
二

〇
度 

（
略
） 

（
略
） 

    

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
〇
度
以
下 

一
〇
度
－
二

〇
度 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

一
五
度
以
下 

一
五
度
以
上 

九 

臭
化
メ

チ
ル

サ
イ

ロ
く

ん
蒸 

（
略
） 

    

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
〇
度
以
下 

一
〇
度
－
二

〇
度 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

    

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

一
〇
度
以
下 

一
〇
度
－
二

〇
度 

（
略
） 

（
略
） 

    

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

 

一
〇
度
以
下 

一
〇
度
－
二

〇
度 

（
略
） 
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九 

燐
化
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
倉

庫
く

ん
蒸 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

十 

燐
化
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
サ

イ
ロ

く
ん

蒸 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

十
一 二

酸
化
炭

素
倉

庫
く

ん
蒸 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

二
〇
度
以
上

二
五
度
未
満 

二
五
度
以
上

三
〇
度
未
満 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 
 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

二
〇
度
以
上

二
五
度
未
満 

（
略
） 

十
二 二

酸
化
炭

素
サ

イ
ロ

く
ん

蒸 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

二
〇
度
以
上

二
五
度
未
満 

二
五
度
以
上

三
〇
度
未
満 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

十 

燐
化
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
倉

庫
く

ん
蒸 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

十
一 燐

化
ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

サ
イ

ロ
く

ん
蒸 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

十
二 二

酸
化
炭

素
倉

庫
く

ん
蒸 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

    

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

二
〇
度
－
二

五
度 

二
五
度
－
三

〇
度 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

  

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

二
〇
度
－
二

五
度 

（
略
） 

十
三 二

酸
化
炭

素
サ

イ
ロ

く
ん

蒸 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

    

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

二
〇
度
－
二

五
度 

二
五
度
－
三

〇
度 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

二
〇
度
以
上

二
五
度
未
満 

（
略
） 

十
三 臭

化
メ
チ

ル
、

燐
化

水
素

及
び

二
酸

化
炭

素
の

混
合

ガ
ス

倉
庫

く
ん

蒸 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

十
四 ヨ

ウ
化
メ

チ
ル

倉
庫

く
ん

蒸 

木
材
に
付
着

す
る
キ
ク
イ

ム
シ
等
の
検

疫
有
害
動
物 

倉
庫
一
立

方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き 

七
〇
グ

ラ
ム 

五
〇
グ

ラ
ム 

   

二
四
時

間 〃 

   

一
〇
度
以
上

一
五
度
未
満 

一
五
度
以
上 

別
表
第

四
に
掲

げ
る
倉

庫
を
使

用
す
る

こ
と
（

た
だ
し

、C

級

は
除
く

。
）
。 

 

十
五 ヨ

ウ
化
メ

木
材
に
付
着

す
る
キ
ク
イ

ム
シ
等
の
検

一
立
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き 

   

二
四
時

   

一
〇
度
以
上

 

 

（
略
） 

  

（
略
） 

 

（
略
） 

二
〇
度
－
二

五
度 

（
略
） 

十
四 臭

化
メ
チ

ル
、

燐
化

水
素

及
び

二
酸

化
炭

素
の

混
合

ガ
ス

倉
庫

く
ん

蒸 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設

） 

         

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設

） 

（
新
設
） 

（
新
設

） 

（
新
設

） 
（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

（
新
設

） 

（
新
設
） 

（
新
設

） 
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チ
ル

天
幕

く
ん

蒸 

疫
有
害
動
物 

七
〇
グ

ラ
ム 

五
〇
グ

ラ
ム 

間 〃 

一
五
度
未
満 

一
五
度
以
上 

十
四 熱

湯
処
理 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

十
五 水

没
処
理 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

十
六 

M
E
Pを

含
む
油

剤
の

散
布 

（
略
） 
灯
油
で
二

十
倍
希
釈

し
た
四
十

％M
E
P

油

剤
を
木
材

の
表
面
積

一
平
方
メ

ー
ト
ル
当

た
り
三
〇

〇
ミ
リ
リ

ッ
ト
ル
又

は
材
積
一

立
方
メ
ー

ト
ル
当
た

り
二
・
四

―

三
・
六

リ
ッ
ト
ル 

 

（
略
） 

 

備
考 

こ
の
表
（
九
の
項
及
び
十
の
項
の
グ
ラ
ナ
リ
ア
コ
ク
ゾ
ウ
ム
シ
に
係
る
部

分
並
び
に
十
一
の
項
か
ら
十
三
の
項
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
倉
庫
く
ん
蒸

の
場
合
の
実
施
方
法
の
基
準
は
別
表
第
四
に
掲
げ
るB

級
の
倉
庫
を
、
サ
イ
ロ

く
ん
蒸
の
場
合
の
実
施
方
法
の
基
準
は
別
表
第
五
に
掲
げ
るB

級
サ
イ
ロ
を
そ

れ
ぞ
れ
標
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

    

十
五 熱

湯
処
理 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

十
六 水

没
処
理 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

十
七 

M
E
P又

は
マ
ラ

ソ
ン

を
含

む
油

剤
の

散
布 

（
略
） 

二
・
〇
％

の
Ｍ
Ｅ
Ｐ

又
は
マ
ラ

ソ
ン
及
び

灯
油
の
混

合
剤
を
木

材
の
表
面

一
平
方
メ

ー
ト
ル
当

た
り
三
〇

〇
立
法
セ

ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
上 

    

 

（
略
） 

 

備
考 
こ
の
表
（
十
の
項
及
び
十
一
の
項
の
グ
ラ
ナ
リ
ア
コ
ク
ゾ
ウ
ム
シ
に
係
る

部
分
並
び
に
十
二
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
倉
庫
く
ん

蒸
の
場
合
の
実
施
方
法
の
基
準
は
別
表
第
四
に
掲
げ
るB

級
の
倉
庫
を
、
サ
イ

ロ
く
ん
蒸
の
場
合
の
実
施
方
法
の
基
準
は
別
表
第
五
に
掲
げ
るB

級
サ
イ
ロ
を

そ
れ
ぞ
れ
標
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 
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別
表
第
四 

倉
庫
の
基
準
〔
第
四
条
〕 

級
別 

区
分 

特A

級 
A

級 
B

級 
C

級 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

戸
口
、
窓
、

換
気
孔
等 

次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
も

の 一 

戸
口
、

窓
、
換
気

孔
等
を
設

置
す
る
場

合
、
鉄
扉

、
亜
鉛
鉄

板
、
板
戸

等
で
完
全

に
密
閉
し

得
る
も
の

で
あ
つ
て

、
ガ
ス
測

定
及
び
投

薬
に
支
障

を
き
た
さ

な
い
も
の 

 

二 

扉
、
く

ぐ
り
戸
等

の
出
入
口

に
人
の
侵

入
防
止
を

図
る
機
能

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

別
表
第
四 

倉
庫
の
基
準
〔
第
四
条
〕 

級
別 

区
分 

特A

級 
A

級 
B

級 
C

級 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

戸
口
、
窓
、

換
気
孔
等 

                         
鉄
扉
、
亜
鉛

鉄
板
、
板
戸

等
で
完
全
に

密
閉
し
得
る

も
の
で
あ
つ

て
、
ガ
ス
測

定
穴
及
び
投

薬
小
戸
扉
が

あ
る
も
の 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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が
常
時
備

え
付
け
て

あ
る
も
の 

（
削
る
。
） 

      

（
削
る
。
） 

 

（

削

る

。

） 

 

（

削

る

。

） 

 

（

削

る

。

） 

 

 

   

錠
及
び
網
戸 

      

扉
、
く
ぐ
り

戸
等
の
出
入

口
に
錠
及
び

網
戸
が
常
時

備
え
付
け
て

あ
る
も
の 

同
上 

同
上 

同
上 
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附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
植
物
防
疫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 


